
単一町会・自治会が他の地域団体と連携して
実施する地域の課題解決のための取組

NPO と連携した高齢者の見守り活動

　東京都では、住民の皆さんが見守り活動を行う際に知っておくとためになるポイント（見守りの方法、個人情報の

取扱等）をまとめ、下記ホームページで紹介しています。是非ご覧になって皆さんの活動の参考にしてください。

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/koho/jyuuminnnotameno.html

（「住民の皆さんのための高齢者等の見守りガイドブック」で検索してください。）

【問合せ先】

東京都福祉局　高齢者施策推進部　在宅支援課　在宅支援担当　 　 　

電　話　03 － 5320 －  4271

Ｄ
区分

☆「住民の皆さんのための高齢者等の見守りガイドブック」をご活用ください。

記載例・記載要領

記 入 上 の 注 意 事 項

・作成に当たっては、３８・３９ページの申請書類チェックリストをご活用ください。

・書類の作成は、所定の様式を使用し、原本作成の際はボールペン等の消せない筆
記用具で記入してください。

・押印する代表者（会長など）の印は私印になります。全ての書類に同一のものを

押印してください。また、この私印は支払関係の書類や実績報告書への押印にも

必要となります。

・誤って記入した場合は、訂正する箇所に二本線を引き、その上に正しい事項を記入し、
訂正印を押印してください。

※修正液等を使用すると無効になるため注意してください。

・提出する書類はコピーをとり、必ず写しを保管してください。

・提出する書類の様式は、必ず今年度の様式を使用してください。

昨年度の様式や独自の様式は使用しないでください。
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別記 

第１号様式

令和  年 月 日

東京都知事  殿

団体名   東京一丁目町会

代表者 

役職・氏名  会長 東京 太郎      印 

令和６年度地域の底力発展事業助成金交付申請書 

令和６年度地域の底力発展事業助成金について、令和６年度地域の底力発展事業助成金交付要綱第８の

規定に基づき下記のとおり申請します。

なお、当団体は要綱第４ １ただし書に該当せず、第９ ３並びに第２２及び第２３の規定に異議なく

応じることを誓約します。

記

１ 団体概要

所 在 地 等

〒111－0001

○○区△△１－２－１

電 話 番 号 ０３（５３２１）△△△△

会 員 世 帯 数 令和 6 年  ３月末現在 ３００世帯

構 成 団 体 数     団体 ※連合で申請の場合のみ記入

  共同実施団体（Ｃ区分の場合）、連携先団体（Ｄ区分の場合）については、別紙のとおり

２ 今回申請する区分 該当する区分欄の１か所のみに○を付けてください

A 
地域の課題解決の

ための取組

B－1 
防災・節電活動

B－2 
子ども・若者

育成支援

B－3 
高齢者等の

見守り活動

B－4 
防犯活動

 〇

B－5
多文化共生

社会づくり

B－S
デジタル活用支援

C 
複数の単一町会・自治会

が共同して実施する取組

D 
単一の町会・自治会が他の地域

団体と連携して実施する取組

東 京 都 記 入 欄  

町会コード

受付番号 4 - -

補 助 率 10/10 ・ 1/2

会長の私印を押印 

申請する町会・自治会名を記入 
（会則・規約で定められた正式な名称） 

代表者の役職と氏名を記入。規約に役職の 
定めがなければ「会長」と記入 
※漢字も正確に記入してください 

会
長
の
私
印
を
押
印

※
本
助
成
金
の
手
続
で
は
、

今
後
全
て

こ
ち
ら
と
同
じ
印
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い

※
事
前
相
談
の
際
は
押
印
不
要
で
す

会則・規約で定められた事務所等の所在地を記入 
（定めがない場合は会長宅の住所を記入） 

町
自
連
ま
た
は
地
区
連
で
申
請
の
場
合
の
み
記
入

直近の会員の世帯数を記入 

今回申請する事業の該当する区分欄の 
１か所に○を記入 

第 1号様式助成金交付申請書（全区分共通） 

東
京
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３ 助成率 該当する項目に☑、該当する助成率に○を付けてください。 

４ 助成申請額及び概算払の希望の有無

助成申請額は、第３号様式「収支予算書」の助成金収入と同額を記入し（千円単位とし、端数は切捨て）、

概算払の希望の該当欄に○を付けてください。

助成申請額
概算払の希望

有 無

２００，０００円
〇

※ 概算払を希望した場合、交付決定額の７割を上限として、交付決定の約２か月後に助成金を受

け取ることができます（交付決定から２カ月以内に完了する事業は対象となりません）。 

５ 添付書類 申請する区分の書類が添付されているかチェックしてください。

書類
Ａ

区分

Ｂ

区分

Ｃ

区分

Ｄ

区分

⑴ 事業計画書（第２号様式） 〇

⑵ 収支予算書（第３号様式） 〇

⑶ 申請団体規約等、役員名簿、前年度の事業報告書及び決算書 〇

⑷ 共同実施団体の規約等、役員名簿、前年度の事業報告書及び決算書

⑸ 連携先団体の規約等、前年度の事業報告書

※ 添付書類は事前相談段階で提出の必要があります。 

６ 連絡責任者   申請を行う町会・自治会又は区市町村の担当者に限ります。

役職名・氏名 防災部長 新宿 花子

所在地等
〒１１１－０００２

○○区△△３－２－１４

電話番号
自宅・職場 ０３（５３２１）××××

FAX ０３（５３２１）○○××
携帯電話 ０９０（１２３４）△△△△

メールアドレス hanako-s＠toooo.xxxx.jp

※ 日中連絡の取れる担当者を連絡責任者としてください。 

今まで交付決定を受けたことがありますか 

☐ ない  ある 

今回申請する区分は何ですか 

B-1、B-3、B-S区分、           ☐A、B-2、B-4、B-5区分、

C、D区分（防災、見守り、デジタル）         C、D区分 （防災、見守り、デジタル以外） 

今回申請する区分は初めてですか

☐ 初めて（Ａ区分以外） ☐ 初めて（Ａ区分） ☐ ２回目以上 

「地域防災力の強化」かつ「多文化共生社会づくり」につながる活動を行いますか

☐ 実施する ☐ 実施しない 

助成率は「10/10」です 助成率は「1/2」です 

〇 

会長の私印を押印 

今回申請する事業の該当する助成率のどちらか１カ所に○を記入 
※平成 23 年度までに申請した区分は、全てＡ区分とみなします 
※過去の申請区分等が不明な場合は空白のまま提出してください 
 事前相談の際に東京都でお調べします

第３号様式「収支予算書」の助成金収入
の金額を記入（千円未満切捨て）

助成金の概算払（一部前払い）を 
希望する場合→「有」に〇 
希望しない場合→「無」に〇 
※交付決定から２か月以内に終了する事業は 
概算払いは受けられません 

※本助成金に関わる書類は、こちら
の担当者に送付します。 

※申請する町会・自治会（Ｃ区分、
Ｄ区分は代表の町会・自治会）、
区市町村の担当者以外の人を連絡
責任者とすることはできません。 

添付した書類に○を付ける 

 
 

 

今
回
申
請
す
る
区
分
で
令
和
５
年
度
ま
で
に
申
請
し

た
こ
と
が
な
く
、 

今
回
Ａ
区
分
以
外
で
申
請
す
る
場

合
→「
初
め
て 

（
Ａ
区
分
以
外
）」、

Ａ
区
分
で
申
請
す
る
場
合
→「
初
め
て 

（
Ａ
区
分
）」

今
回
申
請
す
る
区
分
で
令
和
５
年
度
ま
で
に
申
請
し

た
こ
と
が
あ
る
場
合
→「
２
回
目
以
上
」

記
載
例
・
記
載
要
領
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下記の例の 

Ｃ区分の団体 
下記の例の 

Ｄ区分の団体 

申請 

団体 

別紙 事業の共同実施・連携実施に係る合意書 兼 委任状 
下表に記載の共同実施団体・連携実施団体は、地域の底力発展事業助成への申請にあたり、以下の

とおり事業を共同・連携して実施することについて合意します。 

併せて、下表の団体は、申請団体に対し、地域の底力発展事業助成金の申請、請求、受領及び精算

に関する事項を委任し、申請団体はこれを承諾します。 

番 

号 

団体名 

（申請団体以外）

代表者 

役職 （自署） 

氏名
 

印
 所在地等 電話番号 

構成 

世帯数 
（Ｃ区分） 

        印     

１ 
東京二丁目

町会 
会長 江戸 次郎   印  

○○区△△ 

２－２－３ 

03(5321) 

▲▲▲▲ 
280 

２ 
東京三丁目 

町会 
会長 時尾 三郎   印  

○○区△△ 

３－２－３ 

03(5321) 

■■■■ 
240 

印  

        印     

１ 
高齢者安心 

ネット 
代表 水上 守    印  

○○区△△ 

５－６－７ 

03(5321) 

◇◇◇◇ 

印     

役割分担 ※共同または連携して実施する各団体の役割分担を必ず記入してください。 

この様式は、Ｃ区分又はＤ区分での申請の場合のみ、ご提出ください。 

Ｃ・Ｄ区分 

各町会から複数名の委員を選出し、合同運動会の企画・運営を担う実行委員会を設置する。 

実行委員会で決定した事項を、ポスターやチラシ等により各町会内で周知するほか、大まかに次のと

おり役割を分担する。 

・東京一丁目町会：運動会で使用する資器材の調達・管理、当日の進行 

・東京二丁目町会：チラシ・ポスターのデザイン・印刷、当日の景品準備・配布 

・東京三丁目町会：関係団体（学校・PTA等）との調整、当日の資器材準備 

Ｃ区分の場合は、共同して事業を実施する申請団体以外の町会・
自治会について、必要事項を記入してください。 
（代表者役職・所在地等は、会則・規約の定めのとおりに記入し
てください。） 

Ｃ区分の場合は、共同して事業を実施する
申請団体以外の町会・自治会の会員世帯数
を記入してください。 

Ｄ区分の場合は、連携して事業を実施する他の地域団体について、
必要事項を記入してください。 
（代表者役職・所在地等は、規約の定めのとおりに記入してくださ
い。） 

Ｄ区分の場合は、「構成世帯数」欄は記入
不要です。 

Ｄ区分の記載例 

Ｃ区分の記載例 

共同する町会・自治会や、連携する地域団
体の役割分担をできる限り具体的に記入 
（この記入例はＣ区分の場合を想定） 

※書ききれない場合は、本紙をコピーしてご使用ください。

申請団体及びすべての共同実施・
連携実施団体の会長の私印を押印 

令和６年度 地域の底力発展事業助成 事業計画書 
第２号様式 

 夜間防災訓練を通じた地域防災力の向上 

 ・計画している事業について、次のなかから当てはまるものに☑を付けてください。（複数選択可） 

地域の 

課題解決 

☐祭り  ☐盆踊り  ☐餅つき  ☐運動会  ☐文化祭  ☐加入促進 

☐その他（                                    ） 

防災 

節電 

避難訓練   消火訓練  炊き出し訓練    ☐応急救護訓練  通信訓練 

安否確認訓練 ☐名簿作成  ☐防災マニュアル作成 ☐防災マップ作成 

☐防災講習会  ☐ＡＥＤ訓練 ☐仮設トイレ設置訓練 ☐煙体験　☐普及啓発チラシ配布

その他（防災クイズ大会                                 ） 

子ども・若者 

育成支援 

☐伝統文化の継承　  ☐交通安全  ☐自然体験  ☐しごと体験 

☐その他（                                  ） 

高齢者等 

見守り 
☐見守り訪問  ☐多世代交流サロン ☐その他（                 ）

                             

防犯 
☐防犯パトロール  ☐防犯講習会  ☐防犯マップ作成  ☐振り込め詐欺防止 

☐その他（                                  ） 

多文化共生 

社会づくり(※) 

☐理解促進チラシ等配布 ☐事業周知物等の多言語化 ☐やさしい日本語による周知物 

☐国際交流  ☐その他（                            ） 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ活用

支援  

☐デジタル活用講習会  ☐オンライン配信           ） 

☐その他（                            ） 

 ・上で☑したことをどのように実施するか記載してください。（書き切れない場合は別紙添付） 

・事業の目的や、実施することでどのような効果を期待するか記載してください。 

事業の実施により、町内の防災意識を高め、被災時にも適切な対応が取れるようにする。 

 町会及び会館前広場 参加予定人数 約 人 １５０

 

事業実施 

(開催) 

予定日 

実施（開催）が単日の場合は上段、複数日の場合は下段に☑して記載してください。 

 令和 6 年 １０ 月 １５ 日に実施（開催）します。 

☐ 次の予定で実施（開催）します。（例：「8/29・8/30」「12/25～12/31」等） 

 〔                                      〕 

※雨天の場合：翌週の１０月２２日に実施します。 

事業期間 初回打合せ 令和6年 ７月 １日から 反省会 令和6年 １０月 ３１日まで 

打合せの 
回数・人数 １回あたり 約 １５ 名で ３ 回実施する予定です。※初回打合せ、反省会を含みます。 

 ・事業を会員と非会員にどのように広報するか、当てはまるものに☑を付けてください。（複数選択可） 

 ポスター チラシ 回覧板 ☐HP、SNS ☐その他（        ）で、会員と非会員に周知 

・上記で☑を付けた広報を最初に始めるのはいつ頃か、記載願います。 

 令和 6 年 ８ 月（ 上旬 ・ 中旬 ・ 下旬 ）より広報を始めます。 

※「多文化共生社会づくり」の事業例等については、地域の底力発展事業助成ガイドライン（P１７等）を参照 

会長の私印を押印 
申請する事業の名称を記入 
※事業名は交付決定後に 
公表されます 

 
 

第２号様式事業計画書 （全区分共通） 

 

具体的な
 

内容
 

事業の名称 

概要 

実施場所  

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

広報 

主
な
事
業
と
併
せ
て
多
文
化
共
生
社
会
づ
く
り
に
つ
な
が
る
活
動
を
実
施

す
る
場
合
、
い
ず
れ
か
に
必
ず
チ
ェ
ッ
ク
し
、

　「
具
体
的
な
内
容
」
の
欄
に
、

多
文
化
共
生
に
つ
い
て
地
域
で
ど
の
よ
う
に
理
解
を
深
め
る
か
詳
細
を
具

体
的
に
記
載
す
る
。

ど
の
よ
う
な
事
業
を
行
う
の
か
、
誰
が
見
て
も
わ
か
る
よ

う
に
、
わ
か
り
や
す
い
文
章
で
具
体
的
に
記
載
（
書
き
切

れ
な
い
場
合
は
記
入
欄
を
広
げ
る
か
、
別
紙
を
添
付
）

主に実施する事業に該当する項目の□に 
チェックをつける 
該当する活動がない場合は「その他」欄に 
チェックをつけ、具体的に記入 

①安否確認訓練・通信訓練
夜間（１８時頃）に安否確認用の黄色いハンカチを各戸に掲示してもらい、防災部員が
Ａ地区及びＢ地区に分かれて安否確認を行い無線機により本部（町会会館）に状況を
報告する。

②避難訓練・初期消火訓練・炊き出し訓練・通信訓練　　
①の後、参加者は各地区から一時避難場所に集合し、町会会館前広場まで避難す
る。この際に避難誘導者は無線機により本部と連絡を取りながら参加者を誘導する。町
会会館前広場では発電機に投光器を接続して本部に明かりを確保し、消火器訓練と
炊き出し訓練（アルファ化米）を行う。

③防災講演会：②に引き続き、防災の専門家による講演会を開催する。
④今回の訓練及び講演会にちなんだ防災クイズ大会を行い、上位の人には景品を配布
する。

☐活躍の場づくり
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令和６年度 地域の底力発展事業助成 事業計画書 
第２号様式 

 夜間防災訓練を通じた地域防災力の向上 

 ・計画している事業について、次のなかから当てはまるものに☑を付けてください。（複数選択可） 

地域の 

課題解決 

☐祭り  ☐盆踊り  ☐餅つき  ☐運動会  ☐文化祭  ☐加入促進 

☐その他（                                    ） 

防災 

節電 

避難訓練   消火訓練  炊き出し訓練    ☐応急救護訓練  通信訓練 

安否確認訓練 ☐名簿作成  ☐防災マニュアル作成 ☐防災マップ作成 

☐防災講習会  ☐ＡＥＤ訓練 ☐仮設トイレ設置訓練 ☐煙体験　☐普及啓発チラシ配布

その他（防災クイズ大会                                 ） 

子ども・若者 

育成支援 

☐伝統文化の継承　  ☐交通安全  ☐自然体験  ☐しごと体験 

☐その他（                                  ） 

高齢者等 

見守り 
☐見守り訪問  ☐多世代交流サロン ☐その他（                 ）

                             

防犯 
☐防犯パトロール  ☐防犯講習会  ☐防犯マップ作成  ☐振り込め詐欺防止 

☐その他（                                  ） 

多文化共生 

社会づくり(※) 

☐理解促進チラシ等配布 ☐事業周知物等の多言語化 ☐やさしい日本語による周知物 

☐国際交流  ☐その他（                            ） 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ活用

支援  

☐デジタル活用講習会  ☐オンライン配信           ） 

☐その他（                            ） 

 ・上で☑したことをどのように実施するか記載してください。（書き切れない場合は別紙添付） 

・事業の目的や、実施することでどのような効果を期待するか記載してください。 

事業の実施により、町内の防災意識を高め、被災時にも適切な対応が取れるようにする。 

 町会及び会館前広場 参加予定人数 約 人 １５０

 

事業実施 

(開催) 

予定日 

実施（開催）が単日の場合は上段、複数日の場合は下段に☑して記載してください。 

 令和 6 年 １０ 月 １５ 日に実施（開催）します。 

☐ 次の予定で実施（開催）します。（例：「8/29・8/30」「12/25～12/31」等） 

 〔                                      〕 

※雨天の場合：翌週の１０月２２日に実施します。 

事業期間 初回打合せ 令和6年 ７月 １日から 反省会 令和6年 １０月 ３１日まで 

打合せの 
回数・人数 １回あたり 約 １５ 名で ３ 回実施する予定です。※初回打合せ、反省会を含みます。 

 ・事業を会員と非会員にどのように広報するか、当てはまるものに☑を付けてください。（複数選択可） 

 ポスター チラシ 回覧板 ☐HP、SNS ☐その他（        ）で、会員と非会員に周知 

・上記で☑を付けた広報を最初に始めるのはいつ頃か、記載願います。 

 令和 6 年 ８ 月（ 上旬 ・ 中旬 ・ 下旬 ）より広報を始めます。 

※「多文化共生社会づくり」の事業例等については、地域の底力発展事業助成ガイドライン（P１７等）を参照 

会長の私印を押印 
申請する事業の名称を記入 
※事業名は交付決定後に 
公表されます 

 
 

第２号様式事業計画書 （全区分共通） 

 

具体的な
 

内容
 

事業の名称 

概要 

実施場所  

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

広報 

主
な
事
業
と
併
せ
て
多
文
化
共
生
社
会
づ
く
り
に
つ
な
が
る
活
動
を
実
施

す
る
場
合
、
い
ず
れ
か
に
必
ず
チ
ェ
ッ
ク
し
、

　「
具
体
的
な
内
容
」
の
欄
に
、

多
文
化
共
生
に
つ
い
て
地
域
で
ど
の
よ
う
に
理
解
を
深
め
る
か
詳
細
を
具

体
的
に
記
載
す
る
。

ど
の
よ
う
な
事
業
を
行
う
の
か
、
誰
が
見
て
も
わ
か
る
よ

う
に
、
わ
か
り
や
す
い
文
章
で
具
体
的
に
記
載
（
書
き
切

れ
な
い
場
合
は
記
入
欄
を
広
げ
る
か
、
別
紙
を
添
付
）

主に実施する事業に該当する項目の□に 
チェックをつける 
該当する活動がない場合は「その他」欄に 
チェックをつけ、具体的に記入 

①安否確認訓練・通信訓練
夜間（１８時頃）に安否確認用の黄色いハンカチを各戸に掲示してもらい、防災部員が
Ａ地区及びＢ地区に分かれて安否確認を行い無線機により本部（町会会館）に状況を
報告する。

②避難訓練・初期消火訓練・炊き出し訓練・通信訓練　　
①の後、参加者は各地区から一時避難場所に集合し、町会会館前広場まで避難す
る。この際に避難誘導者は無線機により本部と連絡を取りながら参加者を誘導する。町
会会館前広場では発電機に投光器を接続して本部に明かりを確保し、消火器訓練と
炊き出し訓練（アルファ化米）を行う。

③防災講演会：②に引き続き、防災の専門家による講演会を開催する。
④今回の訓練及び講演会にちなんだ防災クイズ大会を行い、上位の人には景品を配布
する。

☐活躍の場づくり

記
載
例
・
記
載
要
領
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第３号様式収支予算書 （全区分共通）
第３号様式

団体名

(単位：円）

金額

Ⅰ　収入の部
1 200,000

2 242,560
15,000

収入合計 457,560

支出内容
単価
（税込）

数量
金額
（税込）

事業における活用方法
（書ききれない場合は別紙に記載してください）

Ⅱ　支出の部

（1） 防災講演会講師謝礼 20,000 1 20,000 防災専門家に講演を依頼

（2） お茶（500ｍｌペットボトル） 108 30 3,240 打合せ参加者用　２回（７月１日、９月上旬）×１５人

お茶（500ｍｌペットボトル） 108 15 1,620 反省会参加者用　１５人

（3） 発電機 99,000 1 （※）99,000 防災訓練本部で活用
無線機 49,500 3 （※）148,500 本部・安否確認・避難誘導で活用
コピー用紙（A4・1束500枚入） 500 3 1,500 打合せ資料の印刷用
インクカートリッジ 1,500 3 4,500 打合せ資料の印刷用
アルファ化米（50人分×３） 12,000 3 36,000 炊き出し訓練で使用
とん汁 30,000 一式 30,000 炊き出し訓練で使用
クイズ景品 13,400 一式 13,400 防災クイズ上位の人に配布

（4） ポスター印刷費 300 20 6,000 周知用ポスターの印刷（掲示板）
チラシ印刷費 30 500 15,000 回覧・配布用チラシの印刷
コピー代 10 150 1,500 防災クイズ用紙

（5） イベント保険料 50 150人 7,500 訓練当日の傷害保険

（6）

（7） テント使用料（※） 64,800 一式 （※）64,800 訓練での本部として設置

（8）

小計① 452,560
消防団御礼用菓子折り 3,000 1 3,000
炊き出し訓練用水道代 1,000 1 1,000
東京都報告用写真代 50 20 1,000

小計② 5,000

支出合計 小計①+② 457,560

収支差額 0

※　助成対象経費については、支出内容ごとに事業における活用方法を必ず記入してください。

※　金額が5万円を超える経費は、見積書・引受書等の金額の根拠が分かるものを添付してください。

東京一丁目町会

記入不要

工事費

２　助成対象外経費
　（その他経費）

物品購入費

印刷経費

役務費

委託料

レンタル・
リース料

打合せ経費

助成金収入 地域の底力発展事業助成金
（1,000円未満切捨て）

その他収入

謝礼金

収 支 予 算 書

科　　　　　目 収入内容

自己資金
寄付金

科　　　　目

１　助成対象経費

会長の私印を押印

経費の内訳が分かるよう、単価、数量を記入

助成対象経費の支出内容
の項目ごとに、取組の中で
どのように活用するのか
を記入
（使用方法に説明が必要な
経費は第 2 号様式に記載）

助成対象外の経費の支出
がある場合は記入

（※）金額が５万円を超えるものについては、見積書を添付

、

「その他収入額」は「支
出合計額」から「助成
金収入」を引いた額
町会自己資金のほか
参加費、売上、寄付金
や協賛金等の収入の額
をそれぞれ記入 

記入不要収入と支出の収支差額
は必ず「0」になる

助成金額は 1,000 円未満の端数は
切捨てる。端数は「２ その他収入」
に繰り入れる。 

町会・自治会名を正確に記入 

数量を「一式」と記入する場合は、別紙で内訳を作成するか、資料を添付（内訳書、見積書の写し等）



－ 61 －

  

 

 

数量

円

品名 単価 数量  金額

13,400円30,000円合　　計 合　　計

※欄が足りない場合はコピーして使用してください。

※景品は金額も記載してください。税抜単価10,000円を超える景品は助成対象外です。

合　　計

景品

　資材・文具等食材

品名品名

豚汁

豚肉

にんじん

ねぎ

玉こんにゃく

ごぼう

だいこん

味噌

出汁の素

七味唐からし

油あげ（3枚入り）

食材など、単価が安く品目が多岐にわたるものは、
個別の単価・数量は記載不要 

第３号様式別紙内訳書（任意様式） 

 

会長の私印を押印 

１等　折り畳みヘルメット 6,000 1 6,000

２等　防災ラジオ 3,000 1 3,000

３等　アルファ米セット 2,000 1 2,000

入賞　長期保存ビスケット缶 800 3 2,400

景品は税抜単価が 10,000円以内の商品に限り
助成対
多数の場合は順位付けを行い、金額に差を設け

象。

ること。 記
載
例
・
記
載
要
領





様　　式



交付申請書（別記　第１号様式）本文に示されている各規定の内容は以下のとおりです。

令和６年度地域の底力発展事業助成金交付要綱（抜粋）
（助成対象者等）

第４　この要綱において、助成を受けることができる

者（以下「助成対象者」という。）は、単一町会又

は連合組織で、令和６年度においてこの要綱による

交付決定を受けていない者とする。ただし、次に掲

げる団体は、この要綱に基づく助成金の交付の対象

としない。

（１）暴力団（東京都暴力団排除条例（平成２３年東

京都条例第５４号。以下「暴排条例」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

（２）団体の代表者、役員又はその他の構成員に暴力

団員等（暴力団並びに暴排条例第２条第３号に規定

する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関係

者をいう。以下同じ。）に該当する者があるもの

２　次に掲げる団体は、第３　１に掲げる表（以下「区

分表」という。）の５に規定する他の地域団体（以

下「連携先団体」という。）としない。

（１）地縁団体

（２）国及び地方公共団体

（３）政治活動又は宗教活動を目的とする団体

（４）公序良俗に違反する活動を行う団体

（５）１（１）又は（２）の団体

３　区分表２及び３に規定する助成事業について助成

対象者は、区分表１、４、５に規定する助成事業に

ついて交付決定を受けたことがある者とする。

（助成の申請）

第８　区分表１、２及び３に規定する助成事業につい

て助成を受けようとする者は、令和６年度地域の底

力発展事業助成金交付申請書（別記第１号様式。以

下「第１号様式」という。）に次に掲げる書類を添

付して、別に定める日までに東京都知事（以下「知

事」という。）に提出しなければならない。

（１）事業計画書（別記第２号様式）

（２）収支予算書（別記第３号様式）

（３）申請団体規約等設立根拠規程及び役員名簿

（４）前年度の活動実績及び決算状況が分かる資料。

ただし、前年度の活動実績がない場合においては、

知事が第３に規定する地域の課題解決のための事

業を推進し、助成を受けることができる者として

適当であると認めるに足りる書類をもってこれに

代えることができる。

２　区分表４に規定する助成事業について助成を受け

ようとする者は、共同する全ての単一町会（以下「共

同実施団体」という。）の中から代表して申請する

者（以下「申請代表団体」という。）を選び、第１

号様式に次に掲げる書類を添付して、別に定める日

までに知事に提出しなければならない。

（１）事業計画書（別記第２号様式）

（２）収支予算書（別記第３号様式）

（３）共同実施団体の規約等設立根拠規程、役員名簿

（４）共同実施団体の前年度の活動実績及び決算状

況が分かる資料。ただし、前年度の活動実績がな

い場合においては、知事が第３に規定する地域の

課題解決のための事業を推進し、助成を受けるこ

とができる者として適当であると認めるに足りる

書類をもってこれに代えることができる。

３　区分表５に規定する助成事業について助成を受け

ようとする者は、第１号様式に次に掲げる書類を添

付して、別に定める日までに知事に提出しなければ

ならない。

（１）事業計画書（別記第２号様式）

（２）収支予算書（別記第３号様式）

（３）申請団体規約等設立根拠規程及び役員名簿

（４）前年度の活動実績及び決算状況が分かる資料。

ただし、前年度の活動実績がない場合においては、

知事が第３に規定する地域の課題解決のための事

業を推進し、助成を受けることができる者として

適当であると認めるに足りる書類をもってこれに

代えることができる。

（５）連携先団体の規約等設立根拠及び前年度の活

　  動実績が分かる資料

２　１の規定は、交付すべき助成金の額の確定があっ

３

（交付の決定）

第９　３　知事が必要と認めた場合には、助成を受け

ようとする者、共同実施団体又は連携先団体が第４

１に規定する暴力団員等であるか否かの確認のた

め、警視庁へ照会する。

（変更承認申請）

第１３　助成事業者は、次の（１）から（３）までの

一に該当するときは、あらかじめ知事に変更承認申

請書（別記第７号様式）を提出し、承認を受けなけ

ればならない。ただし、（１）及び（２）に掲げる事

項のうち軽微なものについては、この限りではない。

（１）助成事業に要する経費の配分を変更しようと

するとき。

（２）助成事業の内容を変更しようとするとき。

（３）助成事業を中止又は廃止しようとするとき。

２　知事は、１の規定による申請の内容を審査し、承

認することを決定したときは変更承認通知書（別記

第８号様式）により、また、承認しないことを決定

したときは変更不承認通知書（別記第９号様式）に

より、それぞれ通知する。

（決定の取消し）

第２２　知事は、助成事業者が次のいずれかに該当し

た場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取

り消すものとする。

（１）偽りその他不正の手段により助成金の交付を

受けたとき。

（２）助成金を他の用途に使用したとき。

（３）助成事業を中止又は廃止したとき。

（４）第１３　１に規定する承認を受けずに助成事

業に要する経費の配分又は助成事業の内容を変更

したとき。

（５）その他助成金の決定の内容又はこれに付した

条件その他法令若しくは東京都補助金等交付規則

（昭和３７年東京都規則第１４１号。以下「規則」

という。）に基づく命令に違反したとき。

（６）交付を受けた団体（代表者、役員又はその構

成員を含む。）、共同実施団体又は連携先団体が、

暴力団員等に該当するに至ったとき。

た後においても適用する。

　知事は、１の規定により取消しをしたときは、速

やかに助成事業者に通知する。

（助成金の返還）

第２３　知事は、第１２又は第２２の規定により助成

金の交付の決定を取り消した場合において、助成事

業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交

付されているときは、期限を定めてその返還を命ず

るものとする。

２　知事は、助成事業者に交付すべき助成金の額を確

　定した場合において、既にその額を超える助成金が

　交付されているときは、期限を定めてその返還を命

　ずるものとする。
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別記 

第１号様式 

令和  年  月  日 
東京都知事  殿 

 
団体名                    

代表者 

役職・氏名                印 

 
 

 令和６年度地域の底力発展事業助成金交付申請書  

 
令和６年度地域の底力発展事業助成金について、令和６年度地域の底力発展事業助成金交付要綱第８の

規定に基づき下記のとおり申請します。 
なお、当団体は要綱第４ １ただし書に該当せず、第９ ３並びに第２２及び第２３の規定に異議なく

応じることを誓約します。 

記 

１ 団体概要 

所 在 地 等 
〒   －     
 
 

電 話 番 号 （    ） 

会 員 世 帯 数        年  月末現在    世帯 

構 成 団 体 数     団体 ※連合で申請の場合のみ記入 

   共同実施団体（Ｃ区分の場合）、連携先団体（Ｄ区分の場合）については、別紙のとおり 
 
 
２ 今回申請する区分  該当する区分欄の１か所のみに○を付けてください 

A 
地域の課題解決の 

ための取組 

B－1 
防災・節電活動 

B－2 
子ども・若者 

育成支援 

B－3 
高齢者等の 
見守り活動 

B－4 
防犯活動 

     

B－5  
多文化共生 
社会づくり 

B－S  
デジタル活用支援 

C 
複数の単一町会・自治会

が共同して実施する取組 

D 
単一の町会・自治会が他の地域

団体と連携して実施する取組 

    

   
 
 
 

東 京 都 記 入 欄  

町会コード  

受付番号 6  -   -    

補 助 率 10/10 ・ 1/2 

様
　
　
式
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３ 助成率   該当する項目に☑、該当する助成率に○を付けてください。 

 

４ 助成申請額及び概算払の希望の有無 
助成申請額は、第３号様式「収支予算書」の助成金収入と同額を記入し（千円単位とし、端数は切捨て）、

概算払の希望の該当欄に○を付けてください。 

助成申請額  概算払の希望 
有 無 

，０００円   

※ 概算払を希望した場合、交付決定額の７割を上限として、交付決定の約２か月後に助成金を受

け取ることができます（交付決定から２カ月以内に完了する事業は対象となりません）。 

 

５ 添付書類   申請する区分の書類が添付されているかチェックしてください。 

 書類 Ａ 
区分 

Ｂ 
区分 

Ｃ 
区分 

Ｄ 
区分 

⑴ 事業計画書（第２号様式）     
⑵ 収支予算書（第３号様式）     
⑶ 申請団体規約等、役員名簿、前年度の事業報告書及び決算書     
⑷ 共同実施団体の規約等、役員名簿、前年度の事業報告書及び決算書     
⑸ 連携先団体の規約等、前年度の事業報告書     

※ 添付書類は事前相談段階で提出の必要があります。 

 

６ 連絡責任者   申請を行う町会・自治会又は区市町村の担当者に限ります。 

役職名・氏名  

所在地等 〒   －     
 

電話番号 
自宅・職場    （   ） 

FAX    （   ） 
携 帯 電 話    （   ） 

メールアドレス  
  

 

 

今まで交付決定を受けたことがありますか 

☐ ない      ☐ある 

今回申請する区分は何ですか 

         

                 

今回申請する区分は初めてですか 

 ☐ 初めて（Ａ区分以外） ☐ 初めて（Ａ区分） ☐ ２回目以上 

 
   

  ☐ 実施する  ☐ 実施しない 

助成率は「10/10」です  助成率は「1/2」です 

   

☐B-1、B-3、B-S区分、 ☐A、B-2、B-4、B-5区分、

C、D区分（防災、見守り、デジタル）   C、D区分 （防災、見守り、デジタル以外） 

「地域防災力の強化」かつ「多文化共生社会づくり」につながる活動を行いますか

※ 日中連絡の取れる担当者を連絡責任者としてください。
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別紙 事業の共同実施・連携実施に係る合意書 兼 委任状  

下表に記載の共同実施団体・連携実施団体は、地域の底力発展事業助成への申請にあたり、以下のと

おり事業を共同・連携して実施することについて合意します。 

併せて、下表の団体は、申請団体に対し、地域の底力発展事業助成金の申請、請求、受領及び精算に

関する事項を委任し、申請団体はこれを承諾します。 

 

 

番

号 
団体名 

（申請団体以外） 
代表者 
役職 

氏名 印 
（自署） 所在地等 電話番号 

構成 
世帯数 
（Ｃ区分） 

   印     

   印     

   印     

   印     

   印     

   印     

   印     

 
役割分担 ※共同または連携して実施する各団体の役割分担を必ず記入してください。 

Ｃ・Ｄ区分 

 

 

※書ききれない場合は、本紙をコピーしてご使用ください。 

様
　
　
式
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令和６年度 地域の底力発展事業助成 事業計画書
第２号様式 

事業の名称

概要

・計画している事業について、次のなかから当てはまるものに☑を付けてください。（複数選択可）

地域の

課題解決

☐祭り ☐盆踊り ☐餅つき ☐運動会 ☐文化祭 ☐加入促進

☐その他（ ）

防災

節電

☐避難訓練 ☐消火訓練 ☐炊き出し訓練 ☐応急救護訓練 ☐通信訓練

☐安否確認訓練 ☐名簿作成 ☐防災マニュアル作成 ☐防災マップ作成

☐防災講習会 ☐ＡＥＤ訓練 ☐仮設トイレ設置訓練 ☐煙体験　☐普及啓発チラシ配布

☐その他（ ）

子ども・若者

育成支援

□活躍の場づくり　　☐交通安全　　☐自然体験　　☐しごと体験　　☐伝統文化の継承　　

☐その他（ ）

高齢者等

見守り
☐見守り訪問 ☐多世代交流サロン ☐その他（ ）

防犯
☐防犯パトロール ☐防犯講習会 ☐防犯マップ作成 ☐振り込め詐欺防止

☐その他（ ）

多文化共生

社会づくり(※)

☐理解促進チラシ等配布 ☐事業周知物等の多言語化 ☐やさしい日本語による周知物

☐国際交流 ☐その他（ ）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ活用

支援

☐デジタル活用講習会 ☐オンライン配信

☐その他（ ）

具体的な

内容

・上で☑したことをどのように実施するか記載してください。（書き切れない場合は別紙添付）

・事業の目的や、実施することでどのような効果を期待するか記載してください。

実施場所 参加予定人数 約 人

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

事業実施

(開催) 

予定日

実施（開催）が単日の場合は上段、複数日の場合は下段に☑して記載してください。

☐ 令和 年 月 日に実施（開催）します。

☐ 次の予定で実施（開催）します。（例：「8/29・8/30」「12/25～12/31」等）

〔 〕

※雨天の場合：

事業期間 初回打合せ 令和 年 月 日から 反省会 令和 年 月 日まで

打合せの

回数・人数
１回あたり 約 名で 回実施する予定です。※初回打合せ、反省会を含みます。

広報

・事業を会員及び非会員にどのように広報するか、当てはまるものに☑を付けてください。（複数選択可）

☐ポスター ☐チラシ ☐回覧板 ☐HP、SNS ☐その他（ ）で、会員と非会員に周知

・上記で☑を付けた広報を最初に始めるのはいつ頃か、記載願います。

令和 年 月（ 上旬 ・ 中旬 ・ 下旬 ）より広報を始めます。

※「多文化共生社会づくり」の事業例等については、地域の底力発展事業助成ガイドライン（P１７等）を参照
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第３号様式

団体名

(単位：円）

金額

Ⅰ　収入の部
1 ,000

2

収入合計

支出内容
単価
（税込）

数量
金額
（税込）

事業における活用方法
（書ききれない場合は別紙に記載してください）

Ⅱ　支出の部

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

小計①

小計②

支出合計 小計①+②

収支差額

※　助成対象経費については、支出内容ごとに事業における活用方法を必ず記入してください。

※　金額が5万円を超える経費は、見積書・引受書等の金額の根拠が分かるものを添付してください。

記入不要

工事費

２　助成対象外経費
　（その他経費）

物品購入費

印刷経費

役務費

委託料

レンタル・
リース料

打合せ経費

助成金収入 地域の底力発展事業助成金
（1,000円未満切捨て）

その他収入

謝礼金

収 支 予 算 書

科　　　　　目 収入内容

自己資金

科　　　　目

１　助成対象経費

様
　
　
式
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別紙　内訳書

数量

円

品名 単価 数量 金額

円　円計　　合

等具文・材資材食

品名

合　　計

※欄が足りない場合はコピーして使用してください。
※景品は金額も記載してください。税抜単価10,000円を超える景品は助成対象外です。

合　　計

景品

品名



ＭＥＭＯ



ＭＥＭＯ



ＭＥＭＯ ＭＥＭＯ



ＭＥＭＯ



ＭＥＭＯ ＭＥＭＯ



ＭＥＭＯ



ＭＥＭＯ ＭＥＭＯ



ＭＥＭＯ



ＭＥＭＯ ＭＥＭＯ
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